
 

仙台市特定空家等除却促進補助金交付要綱 

（令和４年３月29日 市民局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、倒壊等のおそれのある危険な空家等の除却を促進し、もって市民が

安全に安心して暮らすことのできる生活環境の保全を図るため、所有者等が行う特定空

家等の除却工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにつ

いて、仙台市補助金等交付規則（昭和55年仙台市規則第30号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 一 法 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号） 

 二 空家等 法第２条第１項に規定する空家等 

 三 特定空家等 法第２条第２項に規定する特定空家等 

 四 補助申請者 第５条及び第６条に規定する補助金の交付を受けようとする者 

五 補助事業者 第13条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者 

 六 所有者等 次のいずれかに該当する者（個人に限る。） 

  ア 特定空家等の所有者（所有者に係る法定相続人を含む。） 

  イ アに該当する者から特定空家等の除却についての同意を得た当該特定空家等の所

在する土地の所有者 

  ウ 特定空家等の所在する土地及び建物の財産管理人その他の法定代理人 

エ ア又はウに該当する者の同意を得て、補助金交付の対象となる事業を行う者 

 

（補助金の交付対象者） 

第３条  この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。 

 一 補助対象事業（第４条の補助対象事業をいう。以下この条において同じ。）におい

て除却の対象となる特定空家等の所有者等であること。 

 二 特定空家等が共有である場合又は特定空家等に所有権以外の権利の設定がある場合

において、当該共有者（補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の１人である

場合は、当該補助金の申請をしようとする者を除く。）又はその他権利を有する者の

全員から特定空家等の除却について同意を得ていること。 

 三 法人でないこと。 

 四 本市の市税を滞納していないこと又は市税に係る未納額（納期限が過ぎても納付さ

れていない税額）があっても、近い将来において、確実に未納額の全額を納付する意

思が確認できていること。 

 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者又は同法第２条第２



 

号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者であること。 

 六 所有する建築物及びその敷地について、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう

適切な管理の意向を示していること。 

２ 前項第４号に規定する要件は、市長が補助申請者の同意に基づいて市税の納税状況を

調査することにより確認するものとする。ただし、補助申請者が、市税の滞納がないこ

との証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)を提出した場合はこの限り

ではない。 

３ 第１項第４号に規定する市税とは、個人の市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第

319条第１項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。)、固定資産

税、軽自動車税（種別割）及び都市計画税とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する特定空家等

を除却し、更地にする工事とする。 

一 仙台市内に存していること。 

二 建築物の所有者が法人でないこと。 

三 法第22条第１項の規定による助言若しくは指導若しくは同条第２項の規定による勧

告の対象であること又は第８条の交付申請前にこの補助金の交付対象に該当するとの

判定を受けていること。 

 四 法第22条第３項の規定による命令が実施されていないこと。 

 五 当該特定空家等に所有権以外の権利の設定がされていないこと、又はその他権利を

有する者の全員から特定空家等の除却について同意を得ていること。 

２ この補助金の交付対象となる工事は、次の各号の要件を満たすものとする。 

一 第８条の申請を当該申請をしようとする年度の12月28日（その日が仙台市の休日を

定める条例(平成元年仙台市条例第61号)第１条第１項に規定する休日に当たるときは、

その日前において、その日に最も近い休日でない日）までに行い、当該申請をした年

度の２月末日までに完了する予定であること。 

 二 第９条第１項の交付決定後に工事に着手するものであること。 

 三 宮城県県知事に登録をした解体工事事業者又は建設業（土木工事業、建築工事業又

は解体工事業に限る。）の許可を受けた者に請け負わせるものであること。 

 四 工事に関し他の公的補助制度を利用していないこと。 

 五 工事により当該特定空家等の所有者以外の者の権利を侵害するおそれのないこと。 

 

（補助対象経費） 

第５条 この補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、特定空

家等の建築物等を除却し、更地にする工事に要する経費とする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の３分の１に相当する金額（その額が50万円を超え



 

る場合は50万円）とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額とする。 

 

（交付の制限） 

第７条 この補助金の交付は、当該年度に原則、交付対象者１人につき１回を限度とする。 

 

（交付の申請） 

第８条 規則第３条第１項の規定による交付の申請は、第４条第１項及び第２項の要件を

満たす者が、補助対象工事に着手する前に仙台市特定空家等除却促進補助金交付申請書

（様式第１号）に関係書類を添えて市長に提出して行うものとする。 

 

（交付の決定等） 

第９条 市長は、当該申請に係る書類等の審査を行った上で、補助金の交付の可否及び補

助金の額を決定するものとし、規則第６条の規定による決定の通知は、仙台市特定空家

等除却促進補助金交付決定通知書（様式第２号）又は仙台市特定空家等除却促進補助金

不交付決定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

２ 市長は、前項の審査の際、必要と認めるときは、申請の対象となる特定空家等の所有

者等の同意を得た上で立入調査を行うものとする。 

 

（交付の条件） 

第10条 規則第５条第１項第１号に規定する市長の定める軽微な変更は、工事内容の変更

（当初工事目的を変更しない範囲のものに限る。）で、補助金の額に変更を生じないも

のとする。 

２ 規則第５条第１項の規定による変更等の申請は、仙台市特定空家等除却促進補助金事

業変更承認申請書（様式第４号）により行うものとする。 

３ 前項の申請に対する承認は、仙台市特定空家等除却促進補助金変更承認通知書（様式

第５号）により行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第11条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げは、仙台市特定空家等除却促進補助

金交付申請取下書（様式第６号）により行うものとする。 

 

（実績報告） 

第12条 規則第12条の規定による実績報告は、仙台市特定空家等除却促進補助金実績報告

書（様式第７号）に関係書類を添えて、事業完了の日から20日を経過した日までに行わ

なければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告に係る審査



 

及び必要に応じて現地調査を行った上で、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとし、

規則第13条の規定による通知は、仙台市特定空家等除却促進補助金確定通知書（様式第

８号）により行うものとする。 

 

（是正のための措置） 

第14条 市長は、規則第12条の規定による実績報告を受けた場合において、当該補助事業

の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、

これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に指示するものとし、理由を

付して書面により通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第15条 市長は、第17条の規定による補助金の額の確定等を行った後に補助金を交付する

ものとする。 

２ 補助事業者は、第17条に規定する補助金の額の確定の通知を受けた場合、補助金の交

付決定のあった日の属する年度の３月末日までに、仙台市特定空家等除却促進補助金交

付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

 

（交付の決定の取消し） 

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

 一 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

二 補助金を他の用途に使用したとき。 

 三 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づき

市長が行った指示に違反したとき。 

２ 前項の規定による取消しを行ったときは、仙台市特定空家等除却促進補助金交付決定

取消通知書（様式第10号）により通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消し

に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一

部の返還を請求するものとする。 

２ 前項の返還請求は、仙台市特定空家等除却促進補助金返還請求書（様式第11号）によ

り行うものとする。 

 

（調査に対する協力） 

第18条 補助申請者及び補助事業者は、この要綱による補助金の執行等に関し、市長が必

要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。 

 



 

（書類の整備） 

第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を

整備し、かつ補助金の交付を受けた年度の翌年度から10年間保存しておかなければなら

ない。 

 

（実施要領） 

第20条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市民局生活安全安心部長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

附 則（令和５年４月７日改正） 

 この要綱は、令和５年４月10日から実施する。 

  附 則（令和５年12月12日改正） 

 この要綱は、令和５年12月13日から実施する。 

  附 則（令和６年３月 28日改正） 

 この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 


